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伊丹市議会会議規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 
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   伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 令 和 ８ 年 伊  

   丹 市 議 会 規 則 第 ３ 号 ）  

 伊 丹 市 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 ４ １ 年 伊 丹 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） の 一 部  

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ４ ０ 条 中 「 外 と う ， え り 巻 ， つ え ， か さ の 類 」 を 「 コ ー ト ，

マ フ ラ ー ， 傘 等 」 に 改 め る 。  

付  則  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


